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序　
　
　

論
第
一
節　

幕
藩
制
国
家
論
の
そ
の
後
と
日
本
中
近
世
国
家
論

　

近
年
、
小
沢
弘
明
氏
は
昨
今
の
日
本
史
研
究
に
お
け
る
国
民
・
国
家
・
国
民
国
家
等
の
語
の
使
用
方
法
を
批
判
し
、
次
の
よ
う
に

指
摘
し
て
い
る
。

　
　
　

日
本
史
研
究
で
は
、
研
究
者
の
な
か
で
も
国
民
の
概
念
を
前
近
代
に
遡
及
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
永

井
隆
之
・
片
岡
耕
平
・
渡
邉
俊
編
『
日
本
中
世
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
―
―
統
合
の
契
機
と
そ
の
構
造
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）。

そ
の
理
由
は
次
の
三
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
第
一
に
、
国
民
国
家
形
成
以
前
の
結
合
関
係
を
表
現
す
る
エ
ト
ノ
ス

の
よ
う
な
概
念
を
持
っ
て
い
な
い
た
め
、
国
民
概
念
し
か
利
用
で
き
て
い
な
い
こ
と
。
第
二
に
、
市
民
的
国
民
と
民
族
的
国
民

を
区
分
し
た
う
え
で
、
そ
の
相
補
性
に
つ
い
て
議
論
す
る
の
で
は
な
く
、
両
者
を
混
然
と
さ
せ
た
ま
ま
、
論
者
に
よ
っ
て
任
意

に
国
民
概
念
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
。
第
三
に
、
国
民
概
念
の
歴
史
的
語
法
に
無
頓
着
な
た
め
、
そ
の
歴
史
的
排
他
性
を
理
解

で
き
て
い
な
い
こ（
1
）と。

　

す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
日
本
史
学
者
の
「
国
民
」
ま
た
は
「
国
民
国
家
」
概
念
へ
の
安
易
な
寄
り
か
か
り
が
指
摘
さ
れ
、
皮
肉
な

こ
と
に
、
歴
史
家
で
あ
る
は
ず
の
日
本
史
学
者
が
「
国
民
」
ま
た
は
「
国
民
国
家
」
概
念
の
歴
史
性
を
考
慮
で
き
て
い
な
い
現
実
が

突
き
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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日
本
近
世
史
の
立
場
か
ら
一
研
究
者
と
し
て
自
戒
し
な
が
ら
筆
者
な
り
に
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
日
本
近
世
史
の
場
合
、
当
該
分

野
に
お
い
て
は
か
な
り
真
剣
に
国
家
論
・
国
家
史
に
取
り
組
ん
だ
経
緯
が
あ
り
、
そ
の
議
論
は
幕
藩
制
国
家
論
と
し
て
整
理
・
記
憶

さ
れ
る
ほ
ど
盛
ん
に
な
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
問
題
は
そ
の
あ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
藤
井
讓
治
氏
は
次
の
よ
う
に
指

摘
し
て
い
る
。

　
　
　

七
〇
年
代
の
半
ば
に
な
る
と
、
国
家
論
が
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
権
力
論
・
政
治
史
研
究
に
一
定
の
関

心
が
注
が
れ
る
よ
う
に
な
り
、
自
ら
の
研
究
も
そ
れ
な
り
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
幕
藩
制
国
家
論
は
、
権

力
の
み
な
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
そ
の
対
象
と
し
た
た
め
、
研
究
対
象
・
課
題
は
拡
散
し
て
い
き
、
権
力
構
造
、
鎖
国
制
、
天

皇
・
朝
廷
研
究
な
ど
に
一
定
の
成
果
を
み
た
も
の
の
、
全
体
と
し
て
は
明
確
な
成
果
も
反
省
も
な
い
ま
ま
後
景
に
退
い
て
い
っ

（
2
）た。

　

白
川
部
達
夫
氏
・
村
田
路
人
氏
に
よ
れ
ば
、
幕
藩
制
国
家
論
は
、
近
世
日
本
の
体
制
に
つ
い
て
、
幕
府
と
い
う
強
大
な
権
力
に
基

づ
い
た
封
建
国
家
と
い
う
認
識
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
土
地
制
度
論
に
還
元
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
幕
藩
制
構
造
論
を
批
判
的
に
克
服

す
る
た
め
取
り
組
ま
れ
た（
3
）が、

藤
井
氏
も
述
べ
る
よ
う
に
論
点
の
拡
散
を
招
い
て
し
ま
っ
た
。

　

さ
ら
に
筆
者
な
り
に
幕
藩
制
国
家
論
が
後
退
し
た
原
因
を
考
え
る
と
、
そ
も
そ
も
各
研
究
者
が
冒
頭
の
小
沢
氏
の
い
う
よ
う
に

「
国
民
」
や
「
国
家
」
と
い
う
語
の
歴
史
性
に
徹
底
的
に
こ
だ
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
一
因
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
各
研

究
者
は
、
各
歴
史
的
段
階
に
お
け
る
「
国
家
」
の
形
成
過
程
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
先
行
国
家
と
後
続
国
家
と

の
関
係
が
充
分
な
意
味
的
検
討
を
経
な
い
「
国
家
」
と
い
う
語
で
連
続
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
い
、
研
究
方
法
と
し
て
各
段
階
の
現
象
面

や
機
構
・
法
制
の
比
較
に
終
始
し
た
感
は
否
め
な
い
の
で
あ
る
。

　

も
し
仮
に
当
時
の
国
家
観
・
国
家
像
を
問
題
と
す
る
な
ら
ば
、
当
時
い
か
な
る
用
法
で
「
国
民
」
ま
た
は
「
国
家
」
な
る
語
が
使

用
さ
れ
た
か
を
丹
念
に
段
階
的
に
押
さ
え
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
現
象
面
の
比
較
を
し
尽
く
し
た
幕
藩
制
国
家
論
は
、
み
ず
か
ら
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の
立
脚
し
た
「
国
家
」
と
い
う
語
を
当
時
の
文
脈
に
お
い
て
再
検
討
し
な
い
ま
ま
終
息
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

幕
藩
制
国
家
論
が
終
息
し
て
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、
研
究
状
況
と
し
て
は
政
治
史
・
国
家
史
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
冒
頭
で
小
沢
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
日
本
中
世
史
の
分
野
で
は
最
近
、
別
の
角
度
か
ら
の
国
家
論
が
提
起
さ
れ

つ
つ
あ
る
。
な
か
で
も
注
目
す
べ
き
は
、
勝
俣
鎮
夫
氏
に
よ
る
次
の
よ
う
な
議
論
で
あ
る
。

　
　
　

こ
の
時
代
（
戦
国
時
代
―
―
引
用
者
註
）
は
、
日
本
列
島
に
居
住
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
が
国
民
と
し
て
把
握
さ
れ
、
こ
の
国

民
を
構
成
員
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
国
民
国
家
的
性
格
の
強
い
国
家
の
形
成
期
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
形
成
さ
れ
た
国
家
の
支
配
領

域
は
、
ほ
ぼ
現
代
の
日
本
国
家
の
国
土
に
重
な
る
が
、
こ
の
日
本
国
家
は
、
伝
統
的
東
ア
ジ
ア
の
国
際
的
秩
序
で
あ
る
中
国
を

中
心
と
す
る
華
夷
秩
序
か
ら
脱
し
た
独
立
国
家
と
し
て
登
場
す
る
。

　
　
　

さ
ら
に
、
こ
の
国
家
は
、
王
法
と
仏
法
は
両
輪
と
い
わ
れ
「
マ
ツ
リ
ゴ
ト
」
を
政
治
の
基
本
と
す
る
国
家
体
制
か
ら
脱
し
た
、

武
家
に
よ
る
俗
的
国
家
と
し
て
成
立
し
た
。
武
家
勢
力
は
強
大
な
勢
力
を
ほ
こ
っ
た
寺
社
勢
力
を
圧
伏
し
、
こ
れ
ら
の
勢
力
を

解
体
し
て
体
制
下
に
く
み
い
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
政
教
分
離
の
俗
権
力
に
よ
る
国
家
が
成
立
し
た
。

　
　
　

戦
国
時
代
に
お
い
て
は
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
、
こ
の
日
本
国
家
の
原
型
と
し
て
の
地
域
的
国
家
が
各
地
に
形
成
さ
れ
、
さ

ら
に
そ
れ
を
統
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て
日
本
国
家
が
創
出
さ
れ
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
時
代
に
形
成

さ
れ
た
新
し
い
日
本
国
家
は
、
旧
来
の
日
本
国
家
が
分
裂
し
、
そ
れ
が
再
び
統
合
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
旧
来
の
日
本
国
家
の

規
定
制
（
マ
マ
）を

強
く
う
け
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
下
の
ほ
う
か
ら
地
域
的
結
合
が
な
さ
れ
、
そ
の
上
に
新
し
い
統
一
国
家

が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
内
藤
（
湖
南
―
―
引
用
者
註
）
の
い
う
「
日
本
全
体
の
身
代
の
入
れ
替
り
」
と
い
う
現
象
が

お
こ
っ
た
の
で
あ（
4
）る。

　

こ
こ
で
は
、「
民
族
」
や
「
国
民
」、「
国
家
」
の
語
の
使
用
の
み
な
ら
ず
、
戦
国
時
代
を
「
国
民
国
家
的
性
格
の
強
い
国
家
の
形

成
期
」
だ
と
し
て
い
る
。「
国
民
国
家
的
性
格
の
強
い
」
と
あ
る
か
ら
、
勝
俣
氏
は
戦
国
時
代
が
国
民
国
家
の
形
成
期
で
あ
る
と
述
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べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
勝
俣
氏
が
戦
国
時
代
に
そ
の
段
階
独
自
の
統
合
が
な
さ
れ
た
様
子
を
強
調
し
て
叙
述
す
る
た

め
、「
国
民
国
家
的
性
格
」
と
い
う
語
を
使
用
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
小
沢
氏
の
批
判
の
ほ
う
に
分
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い
だ
ろ（
5
）う。

こ
の
勝
俣
氏
の
主
張
は
ど
の
よ
う
に
立
論
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
う
え
で
、
勝
俣
氏
に

よ
る
次
の
記
述
は
参
考
と
な（
6
）る。

　
　
　

高
柳
（
光
壽
―
―
引
用
者
註
）
は
、「
古
代
国
家
日
本
は
決
し
て
単
一
国
家
で
は
な
か
つ
た
。
原
始
神
社
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立

し
た
政
権
で
あ
つ
た
。
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
と
大
き
な
一
つ
の
政
権
の
政
治
機
構
の
中
に
編
入
さ
れ
て
行
つ
た
」「
要
す
る
に
地

方
独
立
政
権
の
中
央
政
権
へ
の
吸
収
と
い
ふ
こ
と
は
長
い
時
間
を
要
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
完
全
な
る
中
央
の
政
治
機
構
へ
の

編
入
と
い
ふ
こ
と
は
近
世
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
」
と
の
べ
、
中
世
を
日
本
に
お
け
る
統
一
国
家
形
成
過
程
の
時
代

と
位
置
づ
け
た
。
そ
し
て
、
戦
国
時
代
に
い
た
り
、「
完
全
に
近
き
形
に
お
い
て
一
地
方
を
領
有
し
支
配
す
る
地
方
政
権
の
成

立
を
見
」、
戦
国
時
代
を
経
て
は
じ
め
て
、
わ
が
国
は
「
中
央
集
権
的
有
機
的
組
織
を
持
つ
国
家
組
織
」
へ
と
発
展
す
る
こ
と

が
で
き
た
と
し
て
、
日
本
国
家
成
立
の
原
点
に
戦
国
大
名
領
国
を
置
い
た
の
で
あ（
註（
3
）あ
り
）

る
。

　

勝
俣
氏
は
高
柳
光
壽
氏
の
学
説
を
援
用
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
勝
俣
氏
に
よ
る
と
、
高
柳
氏
が
中
世
日
本
に
お
け
る
「
統
一
国
家

形
成
過
程
」
を
独
自
に
位
置
づ
け
、
そ
こ
か
ら
そ
の
後
の
「
中
央
集
権
的
有
機
的
組
織
を
持
つ
国
家
組
織
」
を
展
望
し
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
勝
俣
氏
は
さ
ら
に
い
う
。

　
　
　

以
上
の
如
き
高
柳
の
学
説
は
、
中
世
社
会
の
実
態
―
―
土
地
と
人
の
支
配
の
分
裂
、
枡
や
田
積
に
み
ら
れ
る
度
量
衡
の
多
様

性
、「
租
税
」
の
多
種
多
様
な
賦
課
形
態
な
ど
―
―
か
ら
国
家
の
あ
り
か
た
を
検
証
す
る
か
た
ち
で
く
み
た
て
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
国
家
論
の
視
角
は
、
な
お
種
々
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
は
い
え
、
石
井
進
の
評
価
す
る
よ
う
に
、「
も
う
ひ
と

つ
の
国
家
論
」
構
築
の
視
角
と
し
て
、
今
日
ま
す
ま
す
重
要
性
を
ま
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　

本
章
（
勝
俣
氏
著
書
の
第
Ⅰ
部
第
一
章
―
―
引
用
者
註
）
で
は
、
高
柳
が
日
本
国
家
形
成
過
程
に
お
け
る
、
そ
の
原
型
と
把
握
し
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〈初出一覧〉

〈
初
出
一
覧
〉 

＊
い
ず
れ
も
本
書
再
録
に
あ
た
り
題
目
・
内
容
を
適
宜
改
題
・
改
稿

序　

論　
「
日
本
近
世
国
家
論
序
説

―
「
日
本
国
」
概
念
の
再
検
討

―
」（『
防
衛
大
学
校
紀
要（
人
文
科
学
分
冊
）』
第
九
九
輯
、
二
〇
〇
九
年
十
月
）

　
　
　
　

新
稿

第
一
部
　
豊
臣
秀
吉
・
徳
川
家
康
の
神
格
化
と
天
皇

第
一
章　
「
豊
国
大
明
神
号
の
創
出
過
程
に
関
す
る
一
考
察
」（『
史
學
雜
誌
』
第
一
二
一
編
第
十
一
号
、
二
〇
一
二
年
十
一
月
）

第
二
章　
「
東
照
大
権
現
号
の
創
出
と
徳
川
秀
忠
」（『
日
本
歴
史
』
第
七
六
九
号
、
二
〇
一
二
年
六
月
）

第
三
章　

 「
徳
川
家
光
の
国
家
構
想
と
日
光
東
照
宮
」（『
日
本
史
研
究
』
第
五
一
〇
号
、
二
〇
〇
五
年
二
月
、
の
ち
『
日
本
近
世
国
家
の
確
立
と
天
皇
』

清
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
に
改
稿
し
て
再
録
）

　
　
　
　
「
東
照
宮
号
宣
下
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
再
考
」（『
史
海
』
第
五
五
号
、
二
〇
〇
八
年
五
月
）

　
　
　
　

新
稿

第
二
部
　
身
分
集
団
と
し
て
の
禁
中
・
公
家
中
と
江
戸
幕
府

第
一
章　
「
近
世
前
期
の
幕
府
に
よ
る
公
家
へ
の
行
動
規
制
と
身
分
制
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
第
二
三
〇
号
、
二
〇
一
二
年
二
月
）

第
二
章　
「
延
宝
期
の
公
家
領
主
と
幕
府
上
方
支
配
機
構
」（『
論
集
き
ん
せ
い
』
第
三
二
号
、
二
〇
一
〇
年
五
月
）

第
三
部
　
徳
川
将
軍
家
の
国
家
構
想
の
継
承
と
限
界

第
一
章　
「
天
和
・
貞
享
期
の
綱
吉
政
権
と
天
皇
」（『
史
林
』
第
九
三
巻
第
六
号
、
二
〇
一
〇
年
十
一
月
）

第
二
章　
「
元
禄
・
宝
永
期
の
綱
吉
政
権
と
天
皇
」（『
歴
史
の
理
論
と
教
育
』
第
一
三
七
号
、
二
〇
一
二
年
五
月
）

　
　
　
　

新
稿

結　

論　

新
稿

補　

論　
「
書
評　

田
中
暁
龍
著
『
近
世
前
期
朝
幕
関
係
の
研
究
』」（『
日
本
史
研
究
』
第
五
九
八
号
、
二
〇
一
二
年
六
月
）

　
　
　
　
「
書
評
と
紹
介　

藤
田
覚
著
『
近
世
天
皇
論　
近
世
天
皇
研
究
の
意
義
と
課
題
』」（『
日
本
歴
史
』
第
七
七
七
号
、
二
〇
一
三
年
二
月
）
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あ
と
が
き

　

本
書
は
、
筆
者
に
と
っ
て
二
冊
目
の
論
文
集
で
あ
り
、
平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
）
の
防
衛
大
学
校
着
任
後
の
業
績

を
中
心
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
部
第
三
章
は
、
一
冊
目
の
論
文
集
に
も
収
録
し
た
論
稿
が
基
に
な
っ
て
い
る

が
、
こ
の
た
び
現
在
ま
で
の
筆
者
の
研
究
成
果
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
筆
者
に
頂
戴
し
て
き
た
ご
批
判
・
ご
指
摘
も
ふ

ま
え
、
大
幅
に
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
書
に
お
け
る
史
料
の
引
用
等
に
あ
た
っ
て
は
、
刊
本
か
ら
の
場
合
、

引
用
元
に
お
け
る
読
点
や
漢
字
の
用
法
に
極
力
従
っ
た
が
、
一
部
旧
漢
字
を
当
用
漢
字
に
改
め
、
明
ら
か
な
誤
り
と
思

わ
れ
る
場
合
等
に
は
一
部
私
見
を
反
映
さ
せ
て
い
る
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
願
い
た
い
。

　

本
書
の
刊
行
に
際
し
て
は
、
公
益
財
団
法
人
防
衛
大
学
校
学
術
・
教
育
振
興
会
か
ら
出
版
助
成
を
受
け
、
公
益
財
団

法
人
防
衛
大
学
校
学
術
・
教
育
振
興
会
の
皆
様
と
防
衛
大
学
校
に
設
置
さ
れ
た
出
版
助
成
検
討
委
員
会
の
先
生
方
、
そ

し
て
史
料
や
写
真
の
使
用
を
お
許
し
く
だ
さ
っ
た
関
係
者
・
関
係
機
関
の
皆
様
、
株
式
会
社
思
文
閣
出
版
の
長
田
岳
士

氏
・
田
中
峰
人
氏
に
は
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
索
引
の
作
成
と
表
紙
に

は
家
内
の
協
力
を
得
た
。
あ
わ
せ
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

　

結
論
に
お
い
て
筆
者
は
、
少
な
く
と
も
近
世
前
期
の
天
皇
が
、
氏
姓
制
と
神
国
思
想
、
そ
し
て
儒
教
思
想
を
背
景
と

し
な
が
ら
、
次
第
に
徳
川
歴
代
将
軍
に
よ
っ
て
「
君
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
述
べ
、
徳
川

綱
吉
は
、
徳
川
家
光
ほ
ど
神
国
思
想
に
立
脚
し
な
い
も
の
の
、
天
命
の
改
ま
っ
て
い
な
い
状
態
を
あ
え
て
凍
結
す
る
こ

と
で
徳
を
示
し
、日
本
国
に
お
け
る
す
べ
て
の
政

ま
つ
り
ご
とを

す
べ
き
身
と
し
て
自
身
を
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
な
ど
を
述
べ
た
。

　

こ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
徳
川
家
宣
以
降
の
将
軍
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
の
か
は
筆
者
の
今
後



362

の
分
析
課
題
で
あ
る
。
そ
し
て
最
近
は
、
さ
ら
に
そ
の
先
の
時
代
に
も
関
心
が
あ
る
。
だ
が
、
筆
者
な
り
に
日
本
の
近

現
代
に
お
け
る
天
皇
の
あ
り
方
を
も
視
野
に
入
れ
て
み
る
と
、
華
族
制
度
に
移
行
し
て
い
く
中
で
公
家
と
武
家
の
身
分

的
出
自
を
持
つ
家
々
の
あ
り
方
は
前
近
代
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
氏
姓
制
や
儒
教
思
想
は
近
現

代
の
政
治
家
や
国
民
の
意
識
に
お
い
て
次
第
に
主
要
な
位
置
を
占
め
な
く
な
っ
て
い
く
と
思
わ
れ
、
さ
ら
に
近
代
の
神

国
思
想
も
中
近
世
の
そ
れ
と
は
様
相
を
異
に
し
、
し
か
も
現
代
の
日
本
で
は
日
本
国
憲
法
第
一
条
で
天
皇
の
地
位
が
規

定
さ
れ
る
一
方
、
日
本
国
憲
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
っ
て
門
地
に
よ
る
差
別
や
華
族
と
貴
族
制
度
は
否
定
さ
れ
て
い

る
か
ら
、
日
本
史
上
の
天
皇
の
存
在
と
そ
の
存
在
基
盤
を
通
史
的
に
的
確
な
言
葉
で
段
階
的
に
説
明
す
る
こ
と
の
難
し

さ
を
あ
ら
た
め
て
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
。

　

お
そ
ら
く
日
本
の
近
世
に
お
け
る
天
皇
の
あ
り
方
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
西
川
誠
氏
の
『
天
皇
の
歴
史
07　

明
治
天

皇
の
大
日
本
帝
国
』（
講
談
社
、
二
〇
一
一
年
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
日
本
の
近
現
代
に
失
わ
れ
た
り
、
付
加
さ
れ
た

も
の
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
逆
照
射
す
る
作
用
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
研
究
を
進
め
れ
ば
進
め
る
ほ
ど
問
い

は
多
く
な
り
、
み
ず
か
ら
の
研
究
課
題
の
困
難
さ
と
複
雑
さ
に
戸
惑
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

思
考
の
体
力
が
あ
る
う
ち
に
、
ど
こ
ま
で
進
む
こ
と
が
で
き
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
少
し
ず
つ
前
進
す
る
し
か

な
い
と
今
の
と
こ
ろ
は
考
え
て
い
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
（
二
〇
一
四
）
十
一
月
二
十
九
日 

野
村　

玄
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282, 283, 285, 286, 290, 328～30
徳川家斉 357, 358
徳川家宣 29, 31, 302, 303, 331, 332
徳川家光 9, 12, 19, 31, 114～9, 121, 123～9, 
131～3, 135～51, 182, 261, 284, 286, 315
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徳川家茂 31
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押小路師定 141～3
愛宕通福 245
織田信雄 322
織田信長 19, 22, 24, 28, 29, 67, 75, 314, 322
尾張（徳川）光友 116
女一宮 183, 184

か

甲斐正永 289～91
覚彦 293, 294
花山院定誠 240～2, 245, 247, 250～5, 259
花山院忠長 175, 177
勧修寺経広 183, 185
勧修寺経慶 212, 213, 244, 248, 249
勧修寺晴豊 176
勧修寺瑠璃 183～5
ガスパル・コエリュ 323
片山将監 142
加藤泰重 289～91
兼安備後 175, 177, 178
烏丸光広 100, 175, 177
唐橋局 175
甘露寺方長 243, 251, 255, 347

き

義演 58, 59
菊亭公規 243
菊亭伊季 297
菊亭晴季 170
北政所（高台院） 63, 65, 70, 320, 323
北畠親房 146
木俣清左衛門 9, 13
吉良家 29

く

九条忠栄 176
久世広之 225
久留嶋通貞 257

け

桂昌院（綱吉母子） 
 276, 277, 280～2, 295～7, 303

こ

光悦（本阿弥光悦） 180
光格天皇 351, 357, 358
公弁法親王 292～4
孝明天皇 358
久我通誠 297, 298
後光明天皇 131, 137, 138
後土御門天皇 239
小西行長（アゴスチイノ） 70
近衛前子 180
近衛前久 67
近衛信輔 170
近衛信尋 119, 121
近衛基熈 170, 239, 240, 242, 252～4, 275, 
296～8, 302, 303
五宮 
 241～3, 246, 247, 249～52, 254, 255, 263
後水尾院 298, 300
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141, 182, 326, 327
後水尾天皇 　18, 25, 95, 98, 104, 180, 298, 
314, 325, 326, 351
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245, 246, 252, 329, 345～7
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65～8, 70, 71, 74, 175, 177, 179, 313, 314, 
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さ

最純 292～4
最澄 116
三枝守輝 256
酒井忠勝 
 121, 127, 129, 131, 147, 261, 314, 315, 330
酒井忠清 225
酒井忠胤 291
榊原清久（照久） 101, 103
嵯峨天皇 121
識仁親王 250
誠仁親王 169
佐野盛綱 257
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秋子内親王 298
秋元喬朝（喬知） 285, 289
秋元泰朝 93
浅野長政 58
朝仁親王 258
足利義昭 71
足利義政 72
足利義満 26, 27
飛鳥井少将 177
飛鳥井雅章 212, 213
飛鳥井雅宣 141, 142
飛鳥井雅冬 243
跡部良隆 247
阿野実顕 121
阿野季信 243
油小路隆貞 212, 244
阿部重次 118, 119
阿部正武 256, 257, 260, 262, 285, 289
阿部正能 225
新井白石 31, 273, 303, 331, 332
荒木田経盛 277, 282
安藤直次 93

い

井伊直孝 8～10, 13
石谷武清 214～9, 221
石川成久 243, 247
石田三成 54, 58, 61
以心崇伝 89～99, 105, 106

板倉勝重 92, 99, 104, 176
板倉重矩 183, 328, 329, 348
板倉重昌 93, 96, 100
板倉重宗 100, 119, 124, 182
一条兼遐 119
一条冬経（兼輝） 
 239～52, 254～6, 258, 261, 262
一宮 242～52, 254, 255, 263
稲葉正則 225, 254
稲葉正休 255
稲葉正往 251, 255～7, 262, 263
井上重次 247
井上政重 125, 149
井上正利 147
猪熊教利 175～7
今川直房 143, 144, 147
今出川経季 135, 141～4, 147, 150
今出川晴季 104

お

大炊御門頼国 175, 177
正親町公通 170, 296, 297
正親町家 295
正親町天皇 18, 19, 27
大久保忠朝 257, 260, 262, 286, 293
太田牛一 69, 177
大舘家氏 72
大友義孝 291
小笠原長重 281, 296
岡部勝重 219
荻原重秀 289, 290, 292
奥田忠信 289～91
小倉 246, 249, 250
小倉公連 244, 247
小倉実起 
 241, 242, 244, 245, 247, 248, 252, 263
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